
全国高速鉄道株式会社

情報への権利（RTI）法第4条第1項（c）に基づく詳細

2005年 RTI法第 4条(1)(c)

重要な政策を策定するとき、または公共に影響を与える決定を発表するときのすべての関連事実

当社は、リハビリテーションと再定住（R&R）を目的として、ルートの影響を受けた村の関係者との協

議を組織しました。 広範な協議を経て、社会的影響評価（SIA）/再定住行動計画（RAP）報告書、およ

び先住民計画（IPP）が完成し、ウェブサイトで公開されました。 また、資格マトリックスは Web サイ

トから入手できます。


